
     令和８年５月１３日 

東海村ボランティア市民活動センター 

登録団体代表者   各  位 

 

 東海村ボランティア連絡協議会 

会 長 床嶋 純孝 

           （印章省略） 

  

令和８年度東海村ボランティア市民活動おうえん助成金の申請について（依頼） 

 

時下，ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

本会の事業につきましては，日頃から御理解・御協力を賜り深く感謝申し上げます。 

 さて，標記について，助成を希望される団体は下記事項に御留意されて申請されますよ

うお願いいたします。 

 

記 

 

 

１．提出書類   １) おうえん助成金申請書 

            ２) 令和８年度事業計画書 

           ３）令和８年度収入支出予算書 

             ４) 令和７年度事業報告書 ※（新規申請団体のみ） 

※ボランティア連絡協議会に未加入の団体が申請をする場合は， 

ボランティア連絡協議会に加盟していただきます。 

 

２．提出期限  令和８年６月２６日（金） 

 

３．提 出 先  東海村ボランティア連絡協議会 事務局 

        （福）東海村社会福祉協議会 生活支援課 地域福祉推進係 

        （東海村総合福祉センター「絆」内） 

 

４．助成金交付 ・申請書に基づいて，おうえん助成金審査会での審査後に助成金交付を

行います（７月交付予定）。 

        ・申請上限額は１団体３万円までとし，各団体の申請額合計が予算総額

を超過する場合には，予算総額内に収まるよう調整し分配します。 

 

５．そ の 他  データでの提出書式が必要な場合は，村社協ホームページからダウン 

ロードできます。 

        【様式ダウンロード→おうえん助成金 

→令和８年度 おうえん助成金申請書一式】 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡・問合せ】 

(福)東海村社会福祉協議会 生活支援課 地域福祉推進係 

東海村ボランティア連絡協議会 事務局  

大森(文)・助川 

〒319-1112 

東海村村松 2005総合福祉センター「絆」内 

TEL：029-283-4538  FAX：029-283-4535 

E-mail：ohmori@t-shakyo.or.jp  



 

東海村ボランティア連絡協議会おうえん助成金交付要領 

 

 （目的） 

第 1条 この要領は、東海村の地域福祉向上のため意欲的に取り組んでいるボラ 

ンティア市民活動団体に対し、団体運営に必要な資金援助を行う事で、活動の 

活性化と市民福祉向上に寄与することを目的とする。 

  

 （助成対象） 

第 2条 この要領により助成する対象は、次のとおりとする。 

 （１）広く市民を対象として継続的なボランティア活動を行っている市民活動団体 

    の事業運営経費。 

（２）その他、「ボランティアおうえん助成金審査会」が必要と認めた団体。 

 

 （助成内容） 

第 3条 この要領により助成する内容は、各団体が運営を行う為に必要となる諸経費 

とする。 

 １、助成金額は、当該年度の予算の範囲内とする。 

 ２、団体の申請内容が、次の各号に該当する場合は、助成対象とならない。 

 （１）飲食費 

   ＊ただし、ここでいう飲食費とは、交流会等での飲食費を指し、会議時の飲み 

    もの代程度の経費は、会議支出として認める。 

 （２）対象となる経費であっても、既に東海村及び東海村社会福祉協議会から助成 

   を受けているもので、その経費の欠損補填に活用するもの。ただし、茨城県社会福

祉協議会、民間団体からの事業助成に関しては、重複しても差し支えない。 

 （３）団体の会員のみを対象とした事業。 

 

（審査） 

第4条 助成金の申請に対する審査検討機関として「おうえん助成金審査会」を 

   東海村ボランティア連絡協議会に設置し、助成の可否を審査する。 

   同会の構成は、ボランティア連絡協議会役員、ボランティア市民活動センター 

   長とする。 

 

（申請資格） 

第5条 助成申請できる団体は、次の各号に該当する団体とする。 

  （１）東海村ボランティア市民活動センター（以下、センターという）に登録し、 

且つ、東海村ボランティア連絡協議会に加盟している団体であること。 

（２）団体が 5名以上の会員で構成されていること。 

  （３）団体の会計事務が円滑に行われていること。 

   （４）登録団体としての活動実績が 1年以上であること。 

   （５）その他、特に会長が認めた団体。 

 

（申請及び決定） 

第6条（１）この要領による助成を利用使用とする団体は、助成金申請書（第１号               

様式）に必要書類を添付し、会長に申請する。会長は、おうえん助成金審査会

を開催し、助成の可否および助成金額の評価、決定を行う。 



   （２）会長は決定後、申請団体に対し助成金交付決定通知書（第２号様式） 

    により通知する。 

 （３）この要領による助成申請は、１年度につき、１団体１申請とする。 

 （４）申請団体の代表者が同一で、複数申請した場合は、１団体のみの 

    助成とする。 

 

（給付の方法） 

第7条 助成金交付の方法は、交付する日時を各団体代表者に通知し、現金にて 

    交付する。 

 

（実績報告書の提出） 

第8条 交付を受けた団体は、助成期間終了後、速やかに実績報告書（様式第３号） 

をセンターに提出しなければならない。なお、会長が必要に応じ、助成金の適正 

な執行を図るために中間報告をさせることができる。 

 

（助成金の返還） 

第9条 交付を受けた団体は、次の各号に該当する場合、助成金を速やかに返還 

しなければならない。 

（１）受給した助成金を使用しなかった場合。 

（２）助成申請書の使用予定と使用内容が著しく相違した場合。 

 

 

附 則 

この要領は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

 おうえん助成金交付事業は、平成 27年度まで東海村社会福祉協議会において、 

 交付が行われてきたが、平成 28年度から東海村ボランティア連絡協議会に移管 

 された事に伴い、要領の見直しを行った。 

 

 

 


